
第４期中期目標期間工程表（中期計画）

イバダイ・ビジョン 中期目標 中期計画 評価指標 令和７年度 実施組織
（担当委員会等）

教学イノベーション
委員会

教学イノベーション
委員会

（２）国や社会、それを取り巻く国
際社会の変化に応じて、求められ
る人材を育成するため、柔軟かつ
機動的に教育プログラムや教育
研究組織の改編・整備を推進する
ことにより、需要と供給のマッチ
ングを図る。④

（３）【分野横断型の学位プログラムの整備】
　持続可能な社会の形成に向けて、社会課題を
主体的に解決する志向を有する人材を育成す
る。
　そのため、総合大学としての多様な学問分野
を有機的に連携させ、企業・自治体等と連携し、
分野横断型の学位プログラムを新たに整備す
る。④

①令和７年度までに分野横
断型の学位プログラムを
整備する。整備後は、連携
する企業・自治体等との定
期的な協議の場も活用し
つつ、本学の内部質保証の
枠組みを用いて学位プロ
グラムの点検・改善を年１
回以上行う。

AC２_社会の変化・
ニーズに柔軟に対応
しながら、学修者の
個性と可能性を伸ば
し、挑戦を支え、成長
を実感できる教育を
提供し続けられるシ
ステムを構築し、進
展するデジタル技術
を活用して教育方法
を改善していきま
す。

1)運営体制
・　教授会等運営体制を適切に運用するのみならず、
連係3学部と協働して学環の運営に取り組むととも
に、関連自治体・企業等の役職者によるアドバイザ
リーボードでの外部評価を定期的に実施し、学内外
との共創教育体制の安定的な運営につなげる。
・　連携する企業・自治体等との定期的な協議の場も
活用しつつ、関連する地域課題や人材需要動向等を
踏まえ、教育課程の改善につなげる。
・　専任教員の教育エフォートが段階的に高まること
等を視野に入れ、教育研究の質の低下を招かぬよう
業務エフォートの管理を適切に行う。

2)広報及び選抜方法等の検討
・　広報の充実、継続的な高等学校訪問及び入学生
へのアンケート等の実施、選抜方法等の検討を行い、
志願者獲得につなげる。

3)在学生調査
・　アンケートや学生面談等において学生の意見・要
望を聴取し、学生生活及び教育内容等の充実につな
げる。

4)プレコーオプ実習の成果把握と検証、コーオプ実
習Ⅰ・Ⅱの準備
・ プレコーオプ実習の成果把握と検証のため、学生
及び実習先にアンケートやヒアリング等を行い、実習
内容等の改善につなげる。
・ 令和8年度からのコーオプ実習Ⅰ、令和9年度から
のコーオプ実習Ⅱの実施に向けて、実習内容の確
定、実習先との調整、学生への事前指導等を適切に
実施する。

5）完成年度以降のカリキュラムの検討
・連係学部等とも調整しつつ、完成年度以降を見据
えたカリキュラムの検討を開始する。
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イバダイ・ビジョン 中期目標 中期計画 評価指標 令和７年度 実施組織
（担当委員会等）

（３）特定の専攻分野を通じて課
題を設定して探究するという基本
的な思考の枠組みを身に付けさ
せるとともに、視野を広げるため
に他分野の知見にも触れること
で、幅広い教養も身に付けた人材
を養成する。（学士課程）⑥

①学修環境・教育改善ルー
ブリックの達成状況（第４
期末までに全項目をレベ
ル３）

1) 課題整理を踏まえ、本学における授業の高度化
とDXに関する方針（対面、遠隔、いわゆる反転型な
どさまざまな手法のベストミックス）を取りまとめ、
推進する。

教学イノベーション
委員会

2)-1 新たな学生指導支援システムの運用を開始す
る。

教学イノベーション
委員会

2)-2 活動学生の増加を図る取り組みを継続すると
ともに、105分授業による長期休業期間拡大を活用
し，夏季休業期間～第３クォーターのiOP実施期間に
とらわれない，春季休業期間のプログラムを検討・提
供する。

教学イノベーション
委員会

AC２_社会の変化・
ニーズに柔軟に対応
しながら、学修者の
個性と可能性を伸ば
し、挑戦を支え、成長
を実感できる教育を
提供し続けられるシ
ステムを構築し、進
展するデジタル技術
を活用して教育方法
を改善していきま
す。

（４）【学びの幅を広げる学修環境及び教育改善
による人材育成】
　幅広い視野・教養をもち、多様な専門知を組
み合わせて応用し、複雑化・多様化する社会の
変化に対応しうる人材を育成する。
　そのため、デジタル技術の活用等による教材
のオンデマンド化を通したアクティブラーニン
グの推進、多様な学修方法や学生個々の学修
状況に応じた教材・課題の提示等によるシーム
レスな学修環境を提供するとともに、学部の枠
を超えて授業科目を全学的に共有する仕組み
の導入等により、幅広い教養や分野を超えた融
合的専門知を身に付けた人材の養成を目指
す。⑥
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イバダイ・ビジョン 中期目標 中期計画 評価指標 令和７年度 実施組織
（担当委員会等）

AC３_初等・中等教
育からの「連続性の
ある学び」を展開す
るとともに、リカレン
ト教育による「生涯
にわたる学び」を提
供します。

（４）データ駆動型社会への移行な
ど産業界や地域社会等の変化に
応じて、社会人向けの新たな教育
プログラムを機動的に構築し、数
理・データサイエンス・AI など新
たなリテラシーを身に付けた人材
や、既存知識をリバイズした付加
価値のある人材を養成すること
で、社会人のキャリアアップを支
援する。⑪

（５）【社会人のキャリアアップ支援】
　第３期中期目標期間におけるリカレント教育
の取組を基に、体系化した内容で構成するリカ
レント教育プログラムを構築し、新たなリテラ
シーの修得や既存知識のリバイズを通じて、今
日の社会で求められる高付加価値を得た人材
の養成に寄与する。
　そのため、企業等の個別ニーズにも応える多
様な内容も含め、正課授業も体系的に組み合わ
せた教育プログラムを構築し、正課課程学生と
学び合うアクティブラーニングを通して、キャリ
ア向上に必要な先端的な専門知識や自律的に
学び続ける方法の修得、広い視野の涵養を図
る。⑪

①社会人へ提供が可能な
授業科目数（第３期末に対
して第４期末までに倍増）

１）「いばらき社会人リカレント教育懇談会」を開催
し、リカレント教育プログラムの充実と授業科目の内
容充実を図る。
２）社会人へ提供が可能な授業科目数を前年度より
増加させる。
３）アドバイザリーボードによる外部評価を実施し、第
4期中期目標期間におけるプログラムや教育成果を
検証するとともに、改善を行う。
4)体系的なリカレント教育として専門コースを設立
し、受講生の確保に努める。（令和8年度に予定して
いた計画を前倒しで実施）

地域連携推進委員
会

AC４_研究マネジメ
ントと研究環境の改
善、教員の自由な発
想に基づく研究と分
野横断・融合的な研
究により、総合大学
として研究力の強化
を図ります。

（５）真理の探究、基本原理の解明
や新たな発見を目指した基礎研
究と個々の研究者の内在的動機
に基づいて行われる学術研究の
卓越性と多様性を強化する。併せ
て、時代の変化に依らず、継承・発
展すべき学問分野に対して必要
な資源を確保する。⑭

（６）【研究環境の整備による研究力の底上げ】
　第３期中期目標期間までに構築してきた全学
的な研究支援体制を活用し、研究力の底上げを
推進する。
　そのため、デジタル技術の活用等により教員
の業務全般の効率化・簡素化を進めて研究時
間を確保するとともに、バイアウト制度の活用
やサバティカル制度の見直し等により、一定期
間研究に集中できる環境を整備する。さらに、
全学的な研究の司令塔として第３期中期目標
期間に設置した研究・産学官連携機構の機能を
強化し、多様な分野・教員に対する研究支援を
行う。⑭

①教員一人当たり換算の
研究業績数（第３期平均に
対して第４期平均を20％
増）

・前年度までの研究推進経費、教員研究費支援経費
等の検討を踏まえ評価、見直しを行う。併せて、研究
時間確保に向けた取り組みの評価を行い、取り組み
の改善・推進を行う。

研究・産学官連携
推進委員会
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イバダイ・ビジョン 中期目標 中期計画 評価指標 令和７年度 実施組織
（担当委員会等）

（８）大学の機能を最大限発揮す
るための基盤となる施設及び設
備について、保有資産を最大限活
用するとともに、全学的なマネジ
メントによる戦略的な整備・共用
を進め、地域・社会・世界に一層貢
献していくための機能強化を図
る。㉒

（11）【研究設備・機器の共用化】
　全学的なマネジメントに基づいて保有資産を
最大限活用する。特に研究設備・機器につい
て、大学全体として、戦略的に導入・更新・共用
する仕組みの強化（コアファシリティ化）を進め
るとともに、分野融合・異分野融合の研究活動
と産学官連携の好循環を実現する研究機器相
互利用ネットワークの構築を進める。
　そのため、これまで分散管理されてきた本学
が有する研究設備・機器について「ラボから組
織へ」展開させるべく、共用の仕組みづくりを
通じて、保守費・設備費・スペース利用の効率
化、機器の遠隔利用などの推進を図る。㉒

①研究設備の共用システム
の構築状況（研究設備の共
用方針を令和４年度までに
策定し、学内における共用
システムを令和５年度まで
に構築し、学外への共有を
可能とするシステムを令和
７年度までに構築する。令
和８年度以降はシステムの
運用・改善を行う）

・前年度までに学内共用を定常化し、学外への共有
に向けたシステムの改修を行い、学外共用システム
を構築する。

研究・産学官連携
推進委員会

AC５_産業界や地域
社会との連携を強化
し、SDGs やカーボ
ンニュートラルを⽬

指す社会の課題解決
に向けた研究や研究
成果の社会還元を推
進します。

（６）地域から地球規模に至る社
会課題を解決し、より良い社会の
実現に寄与するため、研究により
得られた科学的理論や基礎的知
見の現実社会での実践に向けた
研究開発を進め、社会変革につな
がるイノベーションの創出を目指
す。⑮

（７）【社会課題の解決に向けた実践的研究の推
進】
　本学の強みである気候変動適応科学や量子
線科学に加え、食生命科学、まちづくり、防災・
減災等に関わる分野において、これまで蓄積し
た研究成果を活用して、持続可能な社会づくり
に向けた組織的な研究を推進する。
　そのため、文理の枠組みを超えた様々な分野
の研究者と企業、行政機関等のステークホル
ダーが協働するプラットフォームを整備し、持
続可能な社会づくりに資する研究を重点研究
と位置付けて、社会課題の当事者である企業、
行政機関、市民と共に取り組む。⑮

①全国（海外含む）の企業・
行政機関等との持続可能
な社会づくりに資する共同
研究・受託研究・受託事業・
学術指導の教員一人当た
り換算の件数（第３期平均
に対して第４期平均を
10％増）

・研究体制の見直し、強化を行う。併せて、学外機関
との連携に基づき研究テーマの追加、見直しを行う。

研究・産学官連携
推進委員会
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イバダイ・ビジョン 中期目標 中期計画 評価指標 令和７年度 実施組織
（担当委員会等）

AC７_研究の知見と
構成員の行動力を活
かし、地域の住民と
共に社会の持続的発
展のための活動に取
り組みます。

（１）人材養成機能や研究成果を
活用して、地域の産業（農林水産
業、製造業、サービス産業等）の生
産性向上や雇用の創出、文化の発
展を牽引し、地域の課題解決のた
めに、地方自治体や地域の産業界
をリードする。①

（１）【地域ステークホルダーとともに創る教育・
教育改革推進体制の強化】
　地方自治体や地域の産業界、教育界ととも
に、地域の現状や課題、大学の教育活動につい
て共有し、相互に十分な理解を得ながら、高等
教育に対する人材養成のニーズに応じた教育
を相互協力の下で進める。
　そのため、高等教育に関して、茨城県、県内市
町村（特にキャンパスが設置されている自治
体）、産業界、教育界、他大学との定期的協議の
場を設け、ステークホルダーからの意見を生か
した教育改革を行う。また、社会的なニーズを
踏まえて機動的に新たな教育の企画、教学マネ
ジメントを実施できる全学的な体制を構築し、
運用する。①

①定期的協議の実施回数
（団体トップ層をメンバー
とする協議を年４回実施）
②協議における意見を踏
まえた教育改革（(ⅰ)学生
のニーズや社会変化に対
応できる柔軟性のある教
育システムの構築、(ⅱ)分
野横断型の学位プログラ
ムの整備（中期計画番号
（３））、(ⅲ)進展するデジタ
ル技術を活用した教育方
法の改善）の状況（卒業時
点での学修到達度調査、卒
後３年目時点での能力活
用度調査、就職先からの卒
業生への評価調査等の結
果を踏まえ、ステークホル
ダーからの教育改革に対
する肯定的評価が認めら
れること）

・地域連携協定締結先である、自治体や企業等との
連携を強化するために、地域課題・ニーズを把握し、
学内に共有していく。
・産業界や自治体行政等と連携した地域課題解決の
ためのプロジェクトなどを推進していく
・定期的に自治体や産業界のトップ層と大学が高等
教育に関し、協議する機会を設ける。
・定期的協議において自治体等から聞き取った意見
等について、教学イノベーション委員会に共有する。
・これまで実施してきた教育改革及び教学マネジメン
トを実施できる全学的な体制について、効果、今後
の改善事項の洗い出し等の検証を行う。

教学イノベーション
委員会
地域連携推進委員
会

（２）【地域課題・ニーズを踏まえた産学官連携
の強化】
　産業界や自治体行政が抱える地域課題（環
境・気候変動、モノづくり、まちづくり等）につい
て、本学の強みである地域との共創や地域資源
を最大限に活用し、大学の知や研究成果の積極
的な社会還元を通じて、地域の課題解決や産
業活性化をリードする大学を目指す。
　そのため、研究に関して、茨城県内の自治体、
産業界、金融界、市民等と課題を共有・連携し、
解決策を協議する場を構築し、解決に向けて
ニーズプル型の研究を組織的に推進する。さら
に、ベンチャー創生ファンド等を活用して研究
成果を社会に還元し、さらなる投資を呼び込む
知と資金の好循環を確立する。①

①地元企業（事業所を含
む）・自治体等との共同研
究・受託研究・受託事業・学
術指導の教員一人当たり
換算の件数（第３期平均に
対して第４期平均を20％
増）

・連携体制や研究テーマの見直し、改善を行う。
Joint結プロジェクトについては、引き続きプロジェ
クトの拡大や継続的な共同研究への移行に向けた取
り組みを進める。

研究・産学官連携
推進委員会
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イバダイ・ビジョン 中期目標 中期計画 評価指標 令和７年度 実施組織
（担当委員会等）

AC８_ICTも存分に
活用しながら海外の
多様な研究者や学生
との交流拠点として
の機能強化を図り、
教育研究の国際化を
進めます。

（１）人材養成機能や研究成果を
活用して、地域の産業（農林水産
業、製造業、サービス産業等）の生
産性向上や雇用の創出、文化の発
展を牽引し、地域の課題解決のた
めに、地方自治体や地域の産業界
をリードする。①

【再掲】（１）【地域ステークホルダーとともに創
る教育・教育改革推進体制の強化】
　地方自治体や地域の産業界、教育界ととも
に、地域の現状や課題、大学の教育活動につい
て共有し、相互に十分な理解を得ながら、高等
教育に対する人材養成のニーズに応じた教育
を相互協力の下で進める。
　そのため、高等教育に関して、茨城県、県内市
町村（特にキャンパスが設置されている自治
体）、産業界、教育界、他大学との定期的協議の
場を設け、ステークホルダーからの意見を生か
した教育改革を行う。また、社会的なニーズを
踏まえて機動的に新たな教育の企画、教学マネ
ジメントを実施できる全学的な体制を構築し、
運用する。①

①定期的協議の実施回数
（団体トップ層をメンバー
とする協議を年４回実施）
②協議における意見を踏
まえた教育改革（(ⅰ)学生
のニーズや社会変化に対
応できる柔軟性のある教
育システムの構築、(ⅱ)分
野横断型の学位プログラ
ムの整備（中期計画番号
（３））、(ⅲ)進展するデジタ
ル技術を活用した教育方
法の改善）の状況（卒業時
点での学修到達度調査、卒
後３年目時点での能力活
用度調査、就職先からの卒
業生への評価調査等の結
果を踏まえ、ステークホル
ダーからの教育改革に対
する肯定的評価が認めら
れること）

教学イノベーション
委員会
地域連携推進委員
会

【再掲】（２）【地域課題・ニーズを踏まえた産学
官連携の強化】
　産業界や自治体行政が抱える地域課題（環
境・気候変動、モノづくり、まちづくり等）につい
て、本学の強みである地域との共創や地域資源
を最大限に活用し、大学の知や研究成果の積極
的な社会還元を通じて、地域の課題解決や産
業活性化をリードする大学を目指す。
　そのため、研究に関して、茨城県内の自治体、
産業界、金融界、市民等と課題を共有・連携し、
解決策を協議する場を構築し、解決に向けて
ニーズプル型の研究を組織的に推進する。さら
に、ベンチャー創生ファンド等を活用して研究
成果を社会に還元し、さらなる投資を呼び込む
知と資金の好循環を確立する。①

①地元企業（事業所を含
む）・自治体等との共同研
究・受託研究・受託事業・学
術指導の教員一人当たり
換算の件数（第３期平均に
対して第４期平均を20％
増）

研究・産学官連携
推進委員会
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イバダイ・ビジョン 中期目標 中期計画 評価指標 令和７年度 実施組織
（担当委員会等）

AC９_強固な経営基
盤確立、社会の変化
に対応した組織編成
と戦略的な資源配
分、デジタル技術の
活用を通じて、持続
可能な運営を行いま
す。また、国内外の
機関との機能的連携
を強化し、それぞれ
が強みを活かしなが
ら相互補完できる態
勢を作ります

（１）人材養成機能や研究成果を
活用して、地域の産業（農林水産
業、製造業、サービス産業等）の生
産性向上や雇用の創出、文化の発
展を牽引し、地域の課題解決のた
めに、地方自治体や地域の産業界
をリードする。①

【再掲】（１）【地域ステークホルダーとともに創
る教育・教育改革推進体制の強化】
　地方自治体や地域の産業界、教育界ととも
に、地域の現状や課題、大学の教育活動につい
て共有し、相互に十分な理解を得ながら、高等
教育に対する人材養成のニーズに応じた教育
を相互協力の下で進める。
　そのため、高等教育に関して、茨城県、県内市
町村（特にキャンパスが設置されている自治
体）、産業界、教育界、他大学との定期的協議の
場を設け、ステークホルダーからの意見を生か
した教育改革を行う。また、社会的なニーズを
踏まえて機動的に新たな教育の企画、教学マネ
ジメントを実施できる全学的な体制を構築し、
運用する。①

①定期的協議の実施回数
（団体トップ層をメンバー
とする協議を年４回実施）
②協議における意見を踏
まえた教育改革（(ⅰ)学生
のニーズや社会変化に対
応できる柔軟性のある教
育システムの構築、(ⅱ)分
野横断型の学位プログラ
ムの整備（中期計画番号
（３））、(ⅲ)進展するデジタ
ル技術を活用した教育方
法の改善）の状況（卒業時
点での学修到達度調査、卒
後３年目時点での能力活
用度調査、就職先からの卒
業生への評価調査等の結
果を踏まえ、ステークホル
ダーからの教育改革に対
する肯定的評価が認めら
れること）

教学イノベーション
委員会
地域連携推進委員
会

【再掲】（２）【地域課題・ニーズを踏まえた産学
官連携の強化】
　産業界や自治体行政が抱える地域課題（環
境・気候変動、モノづくり、まちづくり等）につい
て、本学の強みである地域との共創や地域資源
を最大限に活用し、大学の知や研究成果の積極
的な社会還元を通じて、地域の課題解決や産
業活性化をリードする大学を目指す。
　そのため、研究に関して、茨城県内の自治体、
産業界、金融界、市民等と課題を共有・連携し、
解決策を協議する場を構築し、解決に向けて
ニーズプル型の研究を組織的に推進する。さら
に、ベンチャー創生ファンド等を活用して研究
成果を社会に還元し、さらなる投資を呼び込む
知と資金の好循環を確立する。①

①地元企業（事業所を含
む）・自治体等との共同研
究・受託研究・受託事業・学
術指導の教員一人当たり
換算の件数（第３期平均に
対して第４期平均を20％
増）

研究・産学官連携
推進委員会
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イバダイ・ビジョン 中期目標 中期計画 評価指標 令和７年度 実施組織
（担当委員会等）

（７）内部統制機能を実質化させ
るための措置や外部の知見を法
人経営に生かすための仕組みの
構築、学内外の専門的知見を有す
る者の法人経営への参画の推進
等により、学長のリーダーシップ
のもとで、強靭なガバナンス体制
を構築する。㉑

（８）【内部統制機能の実質化と外部知見の活
用】
　内部統制機能を実質化させるとともに、外部
の知見を法人経営に生かすことにより、強靱な
ガバナンス体制を構築する。
　そのため、監事と学長、理事、副学長、学部長
など執行部との定期的な協議及び監事監査に
おける監事意見の着実な改善（予備調査・事前
ヒアリングの実施、フォローアップ時における担
当部局との協議の実施を含む。）を実施する。
また、法人に設置されている学長アドバイザ
リーボードからの助言を法人経営の改善・充
実・強化に活用する。㉑

・前年度監事監査報告書にて記載された改善を要す
る監事意見について、各所掌部署に対して対応状況
のフォローアップ調査を実施する。調査については、
年2回（10月末頃、3月末頃）実施し、監事意見に対
する着実な対応の促進と進捗の共有を図る。

【監査室】

・前年度に運用が開始した内部統制機能を検証し、
改善を行う。

・アドバイザリーボードを年２回以上開催する。また、
アドバイザリーボードからの助言を執行部間で共有
し、法人経営の改善・充実・強化への活用を図る。

【総務課】

（９）【法人経営人材の計画的育成】
　大学経営やマネジメント層の中核となる人材
を充実させ、大学の組織マネジメントを強化す
る。
　そのため、次代を担う法人経営人材を計画的
に育成するための指針（キャリアパス、研修受講
計画を含む。）を策定し、技術職員やURAを含
む事務局等職員の高度化・専門性向上の取組
を進め、高度専門職人材を育成する。㉑

①経営人材の育成を目的
とする研修への係長・課長
補佐相当職にある者の受
講率（第４期末までに
100％受講）
②研修後のアンケートによ
る経営人材能力の向上度
の状況（能力の向上度及び
業務への有用度を確認す
るため、受講３か月経過後
に所属上司へのアンケート
を実施し、受講者に対する
肯定的な評価を80%以上
とする）

・法人経営人材育成のための研修実施に加え、専門
職や技術職員の在り方や専門職も含めた人事交流
の活用等を視野に入れた法人経営人材育成を推進
する。

【人事労務課】

①監事意見に対する改善
状況（直ちに改善可能な意
見と中長期的に改善を図
る意見に区分してフォロー
アップ調査することで、監
事意見について100％の
対応を実施。フォローアッ
プ調査については、年２回
実施し、その対応状況を大
学執行部へ周知すること
で監事意見への改善を促
進する）
②学長アドバイザリーボー
ドの開催回数（年２回以上）
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イバダイ・ビジョン 中期目標 中期計画 評価指標 令和７年度 実施組織
（担当委員会等）

（８）大学の機能を最大限発揮す
るための基盤となる施設及び設
備について、保有資産を最大限活
用するとともに、全学的なマネジ
メントによる戦略的な整備・共用
を進め、地域・社会・世界に一層貢
献していくための機能強化を図
る。㉒

（10）【施設の有効活用及び施設の戦略的整備・
維持】
　大学の戦略的な取組などに必要なスペースを
確保し、施設の有効活用を図るとともに、老朽
化した施設の性能維持や機能強化を図り、地
域・社会に開かれたキャンパスを実現する。
　そのため、施設の活用状況の把握・管理を行
い、適切な配分となるようスペースを確保する
とともに施設の総量の最適化を進める。さら
に、施設整備計画に基づき、多様な財源を活用
しながら、施設の長寿命化を図り、地域・社会に
配慮した施設整備を実施する。㉒

①大学の戦略的な取組に
必要なスペースの割合（第
４期末までに部局管理面積
に対する全学共通スペース
の割合を8.4％（8,800
㎡：令和３年度末実績）から
10％（10,500㎡）とす
る）
②多様な財源を活用した
施設整備の実施率（第４期
末までに建物短期計画を
100％実施）

・令和６年度に実施し把握した共通スペースについて
有効活用を図り利用率向上を目指す。
・共通指標になっているプロジェクト等の競争スペー
スについて、全学的に確保する部分のみならず、各
部局保有部分を含め活用を促進する。

・建物短期計画に基づき施設整備費補助金や多様な
財源による施設整備を実施する。
・建物短期計画について、国の予算に限度があり現
行の計画に沿った施設整備が困難となっていること
から、現地調査及びヒアリング等を実施し、老朽化度
合や利用者要望を踏まえ見直す。

全学財務・施設委
員会

（９）公的資金のほか、寄附金や産
業界からの資金等の受入れを進
めるとともに、適切なリスク管理
のもとでの効率的な資産運用や、
保有資産の積極的な活用、研究成
果の活用促進のための出資等を
通じて、財源の多元化を進め、安
定的な財務基盤の確立を目指す。
併せて、目指す機能強化の方向性
を見据え、その機能を最大限発揮
するため、学内の資源配分の最適
化を進める。㉓

（12）【安定的な財務基盤の確立に向けた経営
資金の強化・多元化】
　ステークホルダーとの相互関与・連携を通じ
て、寄附金等の多様な財源の受入及び保有資
産の有効活用を強化するとともに、研究活動を
推進するための競争的研究費や産業界からの
資金等の活用を一層図ることで、安定的な財務
基盤を確立する。
　そのため、本学の収入増加策及び支出抑制策
に加え、その実現のための体制整備を盛り込ん
だ中期的な財務計画である経営刷新計画（仮
称）を着実に実行することで、寄附金や産業界
からの資金等の受入れを推進し、経営資金の獲
得体制を強化する。また、ステークホルダーと
の連携を密にし、的確な情報発信による「茨城
大学基金」の充実拡大を行う。㉓

①教員一人当たり換算で
の経営資金（寄附金、雑収
入）の充実（第３期末に対し
て第４期末までに20％増）

・令和６年度までの３年間の目標値の達成状況の確
認を行い、状況の変化や施策の進捗状況に応じて収
入増加策の見直しを図る。
併せて、ネーミングライツ・有料広告、学生企業説明
会の有料化、資金運用等といった、既に実施してい
る収入増加策の取り組みを、引き続き推進する。
・基金については、これまで構築してきた賛助会員制
度の充実を図り、各ステークホルダーとの連携を強
化する。継続的な寄附者の裾野拡大に取り組み、情
報交換及び情報共有活動が行える新たなコミュニ
ケーションツールや自治体のふるさと納税などの枠
組みを活用して寄附層を開拓する。このように、多様
な寄附財源の拡充と安定化を図っていく。

全学財務・施設委
員会
基金運営委員会
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イバダイ・ビジョン 中期目標 中期計画 評価指標 令和７年度 実施組織
（担当委員会等）

（13）【財務IRの活用による学内資源の戦略的
配分】
　大学のビジョンに基づき、教育研究活動の活
性化や強み・特色を生かした分野の強化を推進
する。
　そのため、財務IRを強化し、教育、研究、管理
運営コストの「見える化」を徹底する。また、財
務情報と非財務情報を合わせた学内評価等に
よる予算配分を強化するなど、学長主導の戦略
的な予算編成を実施する。㉓

①評価に基づく予算配分
の充実（第４期末までに重
点・戦略的経費に占める評
価に基づく予算配分の割
合を2.2％（令和３年度末
実績）から10％とする）

・令和６年度末時点での指標に対する進捗を確認し、
状況の変化や施策の進捗状況に応じて、予算配分を
見直す。

評価に基づく予算配分については、令和７年度は多
様な人材の確保と研究力強化を支援するため、関連
するイバダイ・ビジョンや中期計画の指標に対する各
部局の実績を評価する仕組みを導入する。

ミッション実現戦略分については、４年目終了時にお
ける社会的インパクト評価を見据え、改めて本学の強
み・特色ある分野を確認し、支援を行う。

コストの見える化については、キャンパス毎の光熱水
費の見える化を引き続き推進し、加えてLED化によ
りコストの削減を図る。
　また、セグメント別の決算情報を全学財務・施設委
員会で共有するなど見える化を推進する。

全学財務・施設委
員会
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イバダイ・ビジョン 中期目標 中期計画 評価指標 令和７年度 実施組織
（担当委員会等）

（11）AI・RPA（Robotic
Process Automation）をはじ
めとしたデジタル技術の活用や、
マイナンバーカードの活用等によ
り、業務全般の継続性の確保と併
せて、機能を高度化するととも
に、事務システムの効率化や情報
セキュリティ確保の観点を含め、
必要な業務運営体制を整備し、デ
ジタル・キャンパスを推進する。㉕

【体制整備】
・情報戦略機構及びタスクフォースの体制が整備されたこ
とを踏まえ、情報戦略機構等の役割を点検し、検討事項
を整理

情報委員会

【業務デジタル化プラン】
・グループウェアのワークフローとの整合性の調査
（業務フローのデジタル化）の継続
・関係部署との協議の上、文書管理システムを試行
・デジタル化の進捗に応じた業務デジタル化プラン
の見直し

情報委員会

【データ基盤構築】
・人事情報データ管理（ユーザ情報にキーを紐づけ
る）を継続検討
・責任部署のもとでデータ管理（誰が、どこで、その位
置付けをするのかのルール策定）を継続検討
・人データシステムのパイロット版の試行。活用に関
して関係部署と協議

情報委員会

①業務デジタル化プランの
策定と達成状況（令和４年
度に業務フロー・業務シス
テム管理・窓口等管理の点
からデジタル化を推進する
方策を定めた業務デジタ
ル化プランを策定する。令
和５～６年度に、業務デジ
タル化プランに沿ったルー
ル、ガイドライン及びシステ
ムを整備し、各種業務デー
タの集約に着手する。令和
７年度から新システムの稼
働を開始し、令和８年度か
らはデジタル化プランの検
証を行う）

（16）【スマートユニバーシティ構想の実施】
　教育研究活動を含めた大学運営業務のデジ
タル化を推進する。
　そのため、茨城大学スマートユニバーシティ
（i-スマートユニバーシティ）構想を策定し、これ
まで実施してきた情報環境整備とセキュリティ
に係る業務に加え、情報の管理と利活用を戦略
的に進める組織を新たに設ける。その上で、策
定する業務デジタル化プランに基づき、学生、
教職員の活動に関するデータを集約して活用
できる状態を構築し、業務における起案・承認
から文書管理までのワークフローの簡素化と迅
速化を行う。㉕
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イバダイ・ビジョン 中期目標 中期計画 評価指標 令和７年度 実施組織
（担当委員会等）

【規程整備】
・次期CSMP(Cyber Security Management
Plan)の策定
・点検・改訂・新規策定・周知の方法のチェックおよび
改善

情報委員会

【人的セキュリティ】
・部局のセキュリティ責任者等に情報セキュリティマ
ネジメント（ISM）に関する研修等を実施
・アカウント(茨大ID)のセキュリティ維持のための小
テストを実施
・情報リテラシー授業での法的リテラシーコンテンツ
整備

情報委員会

【技術的セキュリティ】
・更新後の情報基盤システムの安定稼働
・各業務システム更新時に、セキュリティを担保する
切り替え・移行を計画的に実施
・機器管理、データ管理の責任部署が明確化され、そ
れによりデータ更新
・管理者によって茨大ＩＤの継続・停止・復活などを明
文化されたマニュアルを整備し、適正に実施

情報委員会

（17）【情報セキュリティ確保に向けた取組】
　i-スマートユニバーシティの推進に当たって
は、その活動を担保するための情報セキュリ
ティの確保が重要であることを踏まえ、徹底し
た情報セキュリティ対策を実施する。
　そのため、責任体制の明確化と認識共有、関
連規程・人的セキュリティ・技術的セキュリティ
の点検を計画的に実施する。特に、情報セキュ
リティ対策の実効性を担保するために、情報セ
キュリティ対策の自己点検・評価の結果に応じ
て研修内容の見直しを行う。また、外部機関の
知見も活用しながら、情報セキュリティ人材の
底上げ・高度化を行い、トータルな知識・技術を
持つ人材を育成するとともに、大学構成員個々
の情報セキュリティに対する認識や情報リテラ
シーを高めるため、情報セキュリティ研修を毎
年度実施する。㉕

①情報セキュリティルーブ
リックの達成状況（第４期
末までに全９項目をレベル
３）
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イバダイ・ビジョン 中期目標 中期計画 評価指標 令和７年度 実施組織
（担当委員会等）

AC10_情報公開、多
様なステークホル
ダーのエンゲージメ
ント向上、大学ブラ
ンディングを一体的
な目標として捉え、
大学内外での戦略
的・先駆的なコミュニ
ケーションの強化に
努め、地域・社会に
信頼される大学運営
を行います。

（10）外部の意見を取り入れつ
つ、客観的なデータに基づいて、
自己点検・評価の結果を可視化す
るとともに、それを用いたエビデ
ンスベースの法人経営を実現す
る。併せて、経営方針や計画、そ
の進捗状況、自己点検・評価の結
果等に留まらず、教育研究の成果
と社会発展への貢献等を含めて、
ステークホルダーに積極的に情報
発信を行うとともに、双方向の対
話を通じて法人経営に対する理
解・支持を獲得する。㉔

（15）【ステークホルダーとの戦略的コミュニ
ケーション】
　本学の研究・教育の重点的な取組内容や、「イ
バダイ・ビジョン２０３０」の実現につながるメッ
セージを効果的に発信して、本学に対する良好
なイメージを戦略的に高めるとともに、ステー
クホルダーとの双方向のコミュニケーションの
機会を積極的に創出し、大学への支援・協力に
つながるエンゲージメントの向上を図る。
　そのため、ステークホルダーとの戦略的コミュ
ニケーションの企画・運営を統合的に進める体
制を構築する。また、継続的なブランド認知調
査により、エビデンスをもとにしたコミュニケ―
ション施策を進める。㉔

①広報コンテンツ化した取
組数（年100件以上）
②ステークホルダー（学生・
卒業生等）の参画による広
報の活動数（年３件以上）

・「イバダイ・ビジョン２０３０」の中間地点を踏まえた
広報活動を展開する。
・アンケート調査などにより、ステークホルダーのエン
ゲージメント向上に係る効果と課題を検証する。
・第4期の全学的な取組みの実績を踏まえ、社会的イ
ンパクト創出・強化につながる戦略的なブランディン
グ施策を計画し、実施する。

【広報・アウトリー
チ支援室】

AC11_教育・研究・
管理運営の全般につ
いて恒常的な点検・
評価及び改善（内部
質保証）を行います。

（14）【内部質保証体制に基づく自己点検評価
の実施とエビデンスベースの法人経営】
　学内外の様々なデータを活用しつつ、学外者
の意見を取り入れながら自己点検・評価を実施
し、その結果を大学改革・法人経営に反映する
とともに、学内外に積極的に発信する。
　そのため、教育活動、研究活動、社会貢献活
動、財務運営等の法人全体の活動状況につい
て、第３期中期目標期間に構築した内部質保証
体制に基づき、本学の強みであるIR機能を活
用したエビデンスベースでの客観的な自己点
検・評価及び外部性を担保するための多様な外
部有識者による点検を行い、その結果を大学改
革・法人経営に適切に反映させる。㉔

①内部質保証体制に基づ
く自己点検・評価（レ
ビュー、モニタリング）の実
施状況（レビューを年１回
以上、モニタリングを日常
的に実施する。また、レ
ビューの結果について、年
１回以上、外部有識者によ
る検証を行い、大学改革・
法人経営に対して内部質
保証体制が効果的に機能
していると認められるこ
と）

・内部質保証体制に基づく自己点検・評価（レビュー、
モニタリング）を実施するとともに、これまでの実施
状況について、第４期中期目標期間上半期としての
総括を行う。また、中期計画等の達成に向けて、計画
の進捗状況を踏まえた推進方策を検討する。

内部質保証委員会
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イバダイ・ビジョン 中期目標 中期計画 評価指標 令和７年度 実施組織
（担当委員会等）

２　人事に関する計画
【人材育成や人事交流に関する基本的な方針】
・教員の教育能力向上及び教育DXの推進のた
め、ファカルティ・ディベロップメントの充実を
図る。
・職員の能力向上を図るため、研修を充実させ
るとともに、他機関等との人事交流を推進す
る。
【年代構成を踏まえた持続可能な教育研究体制
の構築及び人材の多様性の確保に向けた取
組】
・若手教員はテニュアトラックでの採用を原則と
し、年齢構成のバランスや財務状況を考慮した
全学的な人事ポイント制の運用を行うなど、全
学人事基本方針に基づく採用及び昇進を行う。
・教員組織における多様性の確保のため、外国
人教員や女性教員の増加策（インセンティブ付
与）について引き続き検討・実施する。
  【年俸制・クロスアポイントメント制度等の効果
的活用等について】
・新年俸制に設定された「外部資金等獲得調整
額」の効果により、大学全体の外部資金などの
獲得額の増加を図るため、月給制及び旧年俸
制からの新年俸制への切替者を増加させる。
・国の機関や民間企業との連携・協力協定によ
り、クロスアポイントメント制度を活用した連携
講座の開設など、産学連携による教育・研究体
制をさらに強固にし、教育研究活動の活性化、
人材流動性の向上、優秀な研究者の確保等を
推進する。

・「全学人事基本方針」に基づく教職員人事を円滑に
運用・実施するとともに、制度の見直しも視野に入れ
た点検・改善を行い、全学的な見地による戦略的な
人事をさらに推進させる。

全学人事委員会
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イバダイ・ビジョン 中期目標 中期計画 評価指標 令和７年度 実施組織
（担当委員会等）

３　コンプライアンスに関する計画
国立大学法人としての社会的使命を果たしつ
つ、その活動を適正かつ持続的に行っていくた
め、全教職員が、法律、規則その他法令等に基
づいて職務を遂行することを基本に、公平・公
正に職務を遂行し、高い倫理観に基づき地域社
会において良識ある行動をとる。そのため、法
令遵守（コンプライアンス）を徹底するための研
修等を着実に実施する。
また、研究不正等により国民の信頼を失うこと
のないよう、｢研究活動における不正行為への
対応等に関するガイドライン｣や｢研究機関にお
ける公的研究費の管理・監査のガイドライン｣を
踏まえ、学生、教職員の不正防止に対する意識
の向上と浸透を図るため、コンプライアンス教
育のカリキュラムへの組み込みや不正防止に向
けた啓発活動の実施、各種研修の強化により、
不正を事前に防止する体制や不正を発生させ
ない組織風土の形成、組織の管理責任体制の
点検・強化、監査機能の充実等を実施する。

・前年度までの積極的なコンプライアンス教育（研
修、研究倫理教育、啓発活動等）の機会の提供を確実
に実施しつつ、前年度のコンプライアンス教育のコン
テンツの内容を点検し、更新が必要なものは随時見
直し等を行う。また、このことにより、コンプライアン
ス研修をミニマム・リクワイアメント対象として実施す
るなど、不正を発生させない組織風土の形成に向け
た継続的な意識醸成を図っていく。

コンプライアンス
推進本部会議

４　安全管理に関する計画
【教職員の健康の保持増進】
・休暇取得の促進と長時間労働の抑制により
ワーク・ライフ・バランスの充実を図る。
・健康診断や人間ドックの結果に基づいて、産
業医による就労上の指導・助言等を行うととも
に、疾病を抱える教職員に対しては治療と仕事
の両立を支援する。
・ストレスチェック等を活用し、メンタル疾患に
陥りがちな教職員を発症前に把握して予防措
置を講じるとともに、休業から復帰する教職員
に対してはリワークプログラムをはじめとした
復職支援を行う。
【事故発生防止】
・構内巡視を行い、不安全・不衛生箇所を是正
し、安全衛生の維持・向上を図る。
・化学物質、高圧ガス、RI・X線を取り扱う教職
員・学生に対し、安全管理への意識向上のため
の研修や必要な指導・助言等を行うとともに、
化学物質等の管理徹底を図る。

【教職員の健康の保持増進】
前年度の取組を検証し、必要に応じて、健康診断・人
間ドックの受診率向上に取り組むとともに、両立支
援・復職支援の見直しを行う。また、休暇制度の見直
しによる休暇取得の促進と、勤怠管理システムの導
入に伴う業務効率化を図ることで、長時間労働の抑
制に取り組む。

【事故発生防止】
前年度の取組を検証し、必要に応じて、巡視指摘事
項の改善率向上のための取組、講習会の内容の見直
し、化学物質等の管理を徹底するための方策を講じ
る。

安全衛生委員会
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イバダイ・ビジョン 中期目標 中期計画 評価指標 令和７年度 実施組織
（担当委員会等）

・教職員について国からの通知を基に、マイナンバー
カードの利便性、安全性及び申請方法についての周
知を行う。

【人事労務課】

・学生について国からの通知を基に、マイナンバー
カードの取得に向けた周知を行う。

【学生支援課】

７　マイナンバーカードの普及促進に関する計
画
・学生に向けては、学内ポータルシステム等を
活用し、マイナンバーカードの取得へ向けた周
知を行う。
・教職員に向けたマイナンバーカードの利便性、
安全性及び申請方法について、メールやグルー
プウェア等を活用し定期的に周知する。
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